
伊勢崎市建設工事低入札価格調査制度実施要領  

（趣旨）  

第１条  この要領は、伊勢崎市契約規則（令和５年伊勢崎市規則第６２号。以

下「規則」という。）第８条第３項及び第１６条第４項（これらの規定を第

２１条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、市が発注する建設

工事に係る競争入札において、入札価格によっては、当該契約の内容に適合

した履行がなされないおそれがあると認められる場合に調査を実施した上で

落札者を決定する、低入札価格調査制度を適用する場合に必要な事務処理を

定めるものとする。  

（対象工事）  

第２条  低入札価格調査制度の適用対象とする建設工事は、原則として、競争

入札に付する設計金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が２，５０

０万円以上のものとする。  

（調査基準価格）  

第３条  低入札価格調査を実施する基準となる価格（以下「調査基準価格」と

いう。）を下回る価格で入札が行われた場合は、低入札価格調査を実施する。  

２ 調査基準価格は、予定価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同

じ。）の算出の基準となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該合

計額が予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超える場合にあっては予

定価格に１０分の９．２を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の７．５を

乗じて得た額に満たない場合にあっては１０分の７．５を乗じて得た額とす

る。 

⑴ 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額  

⑵ 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額  

⑶ 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額  

⑷ 一般管理費の額に１０分の６．８を乗じて得た額  

３ 前項の規定にかかわらず、同項の規定により難いと伊勢崎市指名競争入札

業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が認めたときは、契約ごと

に１０分の７．５から１０分の９．２までの範囲内で選定委員会の定める割

合を予定価格に乗じて得た額とすることができる。  



（失格基準価格）  

第４条  低入札価格調査を実施することなしに失格とする価格（以下「失格基

準価格」という。）を下回る価格で入札を行った者は、失格とする。  

２ 失格基準価格は、前条の規定により算出した調査基準価格から予定価格に

５パーセントを乗じて得た額を差し引いた額とする。  

３ 前項の規定にかかわらず、市長が特に失格基準価格を設けることが適当で

ないと認めた工事は、失格基準価格を設けないことができる。  

（入札参加者への周知）  

第５条  規則第８条第２項（第２１条の規定により読み替えて準用する場合を

含む。）の規定により、入札に当たっては、入札参加者に対し、次に掲げる

事項について、事前に周知する。  

⑴ 低入札価格調査制度を適用していること。  

⑵ 失格基準価格の設定があること又はないこと。  

⑶ 調査基準価格を下回った入札が行われた場合における入札終了の方法及

び結果の通知方法  

⑷ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格入札者であっても

必ずしも落札者とならない場合があること。  

⑸ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、事後の調査に協力すべきこ

と。 

⑹ 失格基準価格を下回った入札を行った者は、失格となること。  

（入札の執行）  

第６条  入札の結果、調査基準価格を下回り、かつ、失格基準価格以上で入札

が行われた場合には、契約担当課長は、落札者の決定を保留する。この場合

において、契約担当課長は、低入札価格調査により落札者が後日決定する旨

を入札者全員に告げて、入札を終了する。  

（調査の実施）  

第７条  契約担当課長は、前条の規定により落札者の決定を保留したときは、

最低価格入札者に対して、次に掲げる書類を提出させ、事情聴取を行うとと

もに、その者の経営状況等について調査する。  

⑴ 当該価格により入札した理由を記載した入札価格説明書（様式第１号）



及び入札価格内訳書  

⑵ 手持工事の状況を記載した手持工事状況一覧表（様式第２号）  

⑶ 手持機械等の数の状況を記載した使用予定機械等一覧表（様式第３号）  

⑷ 当該工事に使用する資材等の調達方法を記載した使用予定資材等一覧表

（様式第４号）  

⑸ 予定施工体制を記載した予定施工体制調書（様式第５号）  

２ 契約担当課長は、最低価格入札者のほかに調査基準価格を下回る価格で入

札を行った者がいる場合で、必要があると認められたときは、前項の規定に

かかわらず、最低価格入札者と併せて、当該調査基準価格を下回る価格で入

札を行った者について前項の調査をすることができる。  

３ 契約担当課長は、第１項各号に規定する書類の提出があったときは、当該

書類の写しを当該工事担当課長に送付し、当該契約の内容に適合した施工が

されないおそれがあるかどうかについての所見を聴取の上、低入札価格調査

票（様式第６号）を作成するものとする。  

（伊勢崎市指名競争入札業者選定委員会への付議）  

第８条  契約担当課長は、最低価格入札者について低入札価格調査票を作成し

たときは、最低入札価格によって当該契約の内容に適合した施工がされない

おそれがあるかどうかについて、選定委員会の第１委員会に付議し、その審

査を受けなければならない。  

（落札者の決定）  

第９条  契約担当課長は、前条の規定により選定委員会の審査を受けたときは、

その結果に従い、最低入札価格によっても当該契約の内容に適合した施工が

されると認めるときは、規則第１６条第３項（第２１条において準用する場

合を含む。）の規定により最低価格入札者を落札者として決定し、施工がさ

れないおそれがあると認めるときは、落札者としないものとする。  

２ 契約担当課長は、前項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合

には、最低入札価格に次いで低い価格（以下「次順位価格」という。）が調

査基準価格以上の価格であり、予定価格の制限の範囲内であったときには、

規則第１６条第３項（第２１条において準用する場合を含む。）の規定によ

り、次順位価格の入札者を落札者として決定する。  



第１０条  前３条の規定は、前条第１項の規定により最低価格入札者を落札者

としない場合で、次順位価格が調査基準価格を下回る価格であったときにつ

いて準用する。  

（落札の通知）  

第１１条  契約担当課長は、第９条第１項の規定により最低価格入札者を落札

者と決定したときは、当該落札者には規則第１６条第６項（第２１条におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づき落札決定通知書（様式第７号）に

より、落札者以外の入札者には入札の結果について（様式第８号）により、

選定委員会の審査の結果、契約内容に適合した施工がされないおそれがあり、

最低価格入札者を落札者としないときは、当該最低価格入札者には入札の結

果について（様式第９号）により通知する。  

（その他）  

第１２条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附 則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。  

附 則 

この要領は、平成２４年５月１日から施行する。  

附 則 

この要領は、決裁の日（平成２６年３月３１日決裁）から施行する。  

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。  

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。  

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。  

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。  

  附 則 



この要領は、令和５年４月１日から施行する。  

  附 則 

この要領は、令和６年２月１日から施行する。  



様式第１号（第７条関係） 

入札価格説明書 

  年  月  日  

 （宛先）伊勢崎市長 

                       入札者           ㊞ 

 

工 事 名  

入札価格                    円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 

１ 入札価格内訳書の内容に沿って、できる限り数量、金額等の具体的数値により説明すること。 

 ２ 入札価格内訳書を添付すること。 

 ３ 入札価格については、消費税及び地方消費税の額を除く金額を記載すること。



様式第２号（第７条関係） 

手持ち工事状況一覧表 

 

                          入札者              

 

発注者 

元請 

下請 

区分 

工事名 
工事場所 

市町村名 

契約金額 

（千円） 

監理技術者名等 着工年月 

監・主 専・非 完成予定年月日 

        年  月 

監・主 専・非   年  月 

        年  月 

監・主 専・非   年  月 

        年  月 

監・主 専・非   年  月 

        年  月 

監・主 専・非   年  月 

        年  月 

監・主 専・非   年  月 

        年  月 

監・主 専・非   年  月 

        年  月 

監・主 専・非   年  月 

        年  月 

監・主 専・非   年  月 

        年  月 

監・主 専・非   年  月 

        年  月 

監・主 専・非   年  月 

        年  月 

監・主 専・非   年  月 

        年  月 

監・主 専・非   年  月 

注 

１ 元請契約営業所管内における未完成工事の全てについて記入すること。 

 ２ 工事場所については、市町村名を記入すること。 

 ３ 監理技術者名等の欄の「監・主」は、監理技術者・主任技術者を意味するので、該当するものを○で囲む

こと。 

 ４ 監理技術者名等の欄の「専・非｣は、専任･非専任を意味するので、該当するものを○で囲むこと。 



様式第３号（第７条関係） 

 

使用予定機械等一覧表 

 

                          入札者              

 

機 械 名 規格・性能等 台数 調 達 方 法 

   自社所有・リース・その他（     ） 

 （予定金額            ） 

   自社所有・リース・その他（     ） 

 （予定金額            ） 

   自社所有・リース・その他（     ） 

 （予定金額            ） 

   自社所有・リース・その他（     ） 

 （予定金額            ） 

   自社所有・リース・その他（     ） 

 （予定金額            ） 

   自社所有・リース・その他（     ） 

 （予定金額            ） 

   自社所有・リース・その他（     ） 

 （予定金額            ） 

   自社所有・リース・その他（     ） 

 （予定金額            ） 

   自社所有・リース・その他（     ） 

 （予定金額            ） 

   自社所有・リース・その他（     ） 

 （予定金額            ） 

注 

１ この表は、工事用車両、車両系建設機材、電気工具等主に使用する予定の機械について記入すること。 

 ２ 予定金額には、その機械に関する合計額を記入すること。 

 ３ 同一の機械であっても調達方法が違う場合は、別に記載すること。 



様式第４号（第７条関係） 

 

使用予定資材等一覧表 

 

                          入札者              

 

品  名 メーカー・規格 数量（単位） 調 達 方 法 

   手持資材・新規購入・その他（     ） 

 （予定金額             ） 

   手持資材・新規購入・その他（     ） 

 （予定金額             ） 

   手持資材・新規購入・その他（     ） 

 （予定金額             ） 

   手持資材・新規購入・その他（     ） 

 （予定金額             ） 

   手持資材・新規購入・その他（     ） 

 （予定金額             ） 

   手持資材・新規購入・その他（     ） 

 （予定金額             ） 

   手持資材・新規購入・その他（     ） 

 （予定金額             ） 

   手持資材・新規購入・その他（     ） 

 （予定金額             ） 

   手持資材・新規購入・その他（     ） 

 （予定金額             ） 

   手持資材・新規購入・その他（     ） 

 （予定金額             ） 

注 

１ 予定金額には、購入その他の方法により見積もった合計額を記入すること。 

   （手持資材についても時価等で計算し、その額を記入すること。） 

 ２ 同一の資材であっても調達方法が違う場合は、別に記載すること。 

 



様式第５号（第７条関係） 

 

予定施工体制調書 

 

会 社 名  

工 事 名  

工事場所  

工  期 
     年  月  日から 

     年  月  日まで 

 

予定現場代理人   

予定主任（監理） 

技術者 

 

 資格内容等  
資格  

監理・主任 専任・非専任 

予定専門技術者   

 
資 格 内 容   

担当工事内容  

予定専門技術者   総括安全衛生責任者等  

 
資 格 内 容   元方安全衛生管理者  

担当工事内容  配置予定作業員数  

 ○予定下請に関する事項（一次下請） 

  １ 全てを当社が施工し、他の建設業を営む者に請け負わせる（労務提供契約等を含む。）ことは一切しない予定で

す。 

  ２ 下記のとおり下請負を発生する予定です。 

 （一次下請）                   （一次下請） 

担 当 工 事 概 要   担 当 工 事 概 要  

会社名・市町村   会社名・市町村  

予 定 工 期  年 月 日～ 年 月 日  予 定 工 期  年 月 日～ 年 月 日 

配置予定作業員数  配置予定作業員数  

下請契約予定額  下請契約予定額  

 

 （一次下請）                   （一次下請） 

担 当 工 事 概 要   担 当 工 事 概 要  

会社名・市町村   会社名・市町村  

予 定 工 期  年 月 日～ 年 月 日  予 定 工 期  年 月 日～ 年 月 日 

配置予定作業員数  配置予定作業員数  

下請契約予定額  下請契約予定額  

 

 （一次下請）                   （一次下請） 

担 当 工 事 概 要   担 当 工 事 概 要  

会社名・市町村   会社名・市町村  

予 定 工 期  年 月 日～ 年 月 日  予 定 工 期  年 月 日～ 年 月 日 

配置予定作業員数  配置予定作業員数  

下請契約予定額  下請契約予定額  

 



様式第６号（第７条関係）  

 

 

 



様式第７号（第１１条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第１１条関係）  

 

 

 

 

 



様式第９号（第１１条関係）  

 


